
（※）協議会参画関係機関による制度の周知・ニーズ把握には、別添のパンフレット等を、

出向元・先企業の産雇センターへの連絡には別添の「連絡票」を使用。

山形県における在籍型出向の推進のための基本スキーム図
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産雇センターへの登録・相談
⇒出向契約の締結（出向マッチング）

産業雇用安定助成金の計画書提出⇒ハローワーク
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産業雇用安定助成金の申請
⇒（労働局）審査・支給決定


